
（様式 5） 

判断基準が法令の定めに言い尽くされている場合の当該法令の規定 

審査基準（申請に対する処分関係） 

資料番号 １６ 担当課 水産課 

法令名 沿岸漁場整備開発法 根拠条項 １２－１ 
許認可等の

内容 
育成水面の区域、規則の変更の認可 

沿 岸 漁 場 整 備 開 発 法 

        ［昭和４９年法律第４９号   改正 昭和５３年法律第８７号 昭和５８年法律第６１号 昭和６２年法律第８７号］ 

 

（育成水面の区域の変更等） 
第十二条 第八条第一項の認可を受けた漁業協同組合等（以下「認可組合等」という。）は、その育成水面の区域又は育成水面利用規則を変更するに

は、都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 

２ 認可組合等は、特定水産動物育成事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

３ 第九条の規定は育成水面の区域又は育成水面利用規則を変更する場合について、前二条の規定は第一項の認可について、それぞれ準用する。 

 

 


